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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Feを1.0～2.0質量％含有し、残部がアルミニウムおよび不可避不純物からなり、当該不
可避不純物としてのTiが0.01質量%以下に制限された成分組成を有するとともに、平均結
晶粒径が20μm以下、{110}方位結晶の面積率が25%以上に調整された組織を有することを
特徴とする成形性に優れたアルミニウム合金板。
【請求項２】
　Feを1.5～2.0質量％、Mnを2.0質量％以下含有し、残部がアルミニウムおよび不可避不
純物からなり、当該不可避不純物としてのTiが0.01質量%以下に制限された成分組成を有
するとともに、平均結晶粒径が20μm以下、{110}方位結晶の面積率が25%以上に調整され
た組織を有することを特徴とする成形性に優れたアルミニウム合金板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の成分組成を有するアルミニウム合金溶湯を、電磁攪拌しなが
らDC鋳造し、得られた鋳塊を均質化熱処理、圧延加工、350～500℃で1～10時間のバッチ
焼鈍処理もしくは400～550℃で1秒～10分の連続焼鈍処理で最終焼鈍することを特徴とす
る成形性に優れたアルミニウム合金板の製造方法。
【請求項４】
　前記電磁攪拌は、起磁力を15000～25000At、周波数を10～30Hzとしたものである請求項
３に記載の成形性に優れたアルミニウム合金板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸びが高く、張出性と絞り性の両方の成形性に優れたアルミニウム合金板お
よびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器や自動車の軽量化を目的として、電子機器のケースや自動車の部材など
にアルミニウム合金板がスチール板に代わって用いられるようになってきている。しかし
ながら、それらの多くは複雑な形状であるため、そのような用途のアルミニウム合金板に
は優れた成形性が要求されている。
　前記のような用途に対して曲げ成形のほか、張出成形、絞り成形、およびこれらを組み
合わせたものがアルミニウム合金板の成形方法として利用される。当該要求に応えるもの
として、特許文献１には、全伸びが40%以上で局部伸びが10%以上である張出性に優れたア
ルミニウム合金板が提案されている。
　また、特許文献２には、引張強さと0.2%耐力の差の値を103MPa以上、エリクセン値を9.
5以上、直径50mm、肩半径5mmのポンチでの円筒深絞り試験での限界絞り比を2.05以上とし
たプレス成形性に優れたアルミニウム合金板が提案されている。
【特許文献１】特開２００１－２８８５２３号公報
【特許文献２】特開２００１－３４２５７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１で提案されたアルミニウム合金板は、伸びおよび張出成形性
に優れるものの、絞り性が十分ではなく、一方、特許文献２で提案されたアルミニウム合
金板は張出成形性が未だ不足しているうえに、ポリウレタン組成物および潤滑機能付与剤
を主成分とするアルカリ可溶型潤滑皮膜を設ける必要があり、前記のような用途に対して
必ずしも十分には適応できていない。
【０００４】
　本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、各種成形方法の使用で
、電子機器のケースや自動車の部材などの広範な用途に適応できるよう、伸びが高く、張
出性と絞り性の両方の成形性に優れたアルミニウム合金板、具体的には35%以上の高い伸
びと0.85以上の平均r値（ランクフォード値）、33mm以上の球頭張出高さ、および2.17以
上の限界絞り比を兼ね備えた成形性に優れたアルミニウム合金板を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の成形性に優れたアルミニウム合金板は、その目的を達成するため、Feを1.0～2
.0質量％含有し、残部がアルミニウムおよび不可避不純物からなり、当該不可避不純物と
してのTiが0.01質量%以下に制限された成分組成を有するとともに、平均結晶粒径が20μm
以下、{110}方位結晶の面積率が25%以上に調整された組織を有することを特徴とする。
　本発明の成形性に優れたアルミニウム合金板は、Feを1.5～2.0質量％、Mnを2.0質量％
以下含有し、残部がアルミニウムおよび不可避不純物からなり、当該不可避不純物として
のTiが0.01質量%以下に制限された成分組成を有するとともに、平均結晶粒径が20μm以下
、{110}方位結晶の面積率が25%以上に調整された組織を有することを特徴とするものであ
ってもよい。
【０００６】
　本発明の成形性に優れたアルミニウム合金板は、上記の成分組成を有するアルミニウム
合金溶湯を、電磁攪拌しながらDC鋳造し、得られた鋳塊を均質化熱処理、圧延加工、350
～500℃で1～10時間のバッチ焼鈍処理もしくは400～550℃で1秒～10分の連続焼鈍処理で
最終焼鈍することにより製造される。
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　前記電磁攪拌としては、起磁力を15000～25000At、周波数を10～30Hzとした攪拌を行う
ことが好ましい。
 
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により提供されるアルミニウム合金板は、成分組成が規定されているとともに、
微細な結晶粒で構成され、かつ結晶方位を揃えているために、伸びが高く、張出性と絞り
性の両方の成形性に優れたものとなっている。このため、潤滑被膜を必要とせずに、複雑
な形状の電子機器のケースや自動車の部材などに成形して使用可能である。
　また、本発明のアルミニウム合金板の製造方法によれば、前記の伸びが高く、張出成形
性と絞り成形性に優れるアルミニウム合金板が安価に得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　張出成形法や深絞り成形法によりアルミニウム合金板を、電子機器のケースや自動車の
部材などの広範な用途に用いようとするとき、当該アルミニウム合金板としては、伸びが
高く、張出し性と絞り性の両方の成形性に優れたものが要求される。
　本発明者らも、伸びが高く、張出し性と絞り性の両方の成形性に優れたアルミニウム合
金板を得るべく、鋭意研究を重ねてきた。
　その過程で、平均結晶粒径を小さくし、{110}方位結晶の占める面積率を高くすること
により、伸びが高く、張出成形性と絞り成形性に優れたアルミニウム合金板を得ることが
できることを見出した。
【０００９】
　本発明はこの知見に基づいてなされたものであり、特定の化学成分のアルミニウム合金
溶湯を電磁攪拌しながらDC鋳造し、得られた鋳塊を均質化熱処理、圧延加工、最終焼鈍す
ることにより、平均結晶粒径が微細化するとともに{110}方位結晶の面積が高率となるこ
とを究明して本発明を完成させた。
　すなわち本発明は、Feが1.0～2.0質量%、残部がアルミニウムおよび不可避不純物で、
当該不可避不純物としてのTiが0.01質量%以下、好ましくは0.005質量%以下に制限された
成分組成に調整するとともに、平均結晶粒径が20μm以下、{110}方位結晶の面積率が25%
以上である組織に調整することにより、張出成形性と絞り成形性を高めることができたも
のである。上記要件を具備することにより、具体的には、35%以上の高い伸び、0.85以上
の平均r値、33mm以上の球頭張出高さ、および2.17以上の限界絞り比の全てを達成できる
ものが得られる。
　さらに2.0質量％以下のMnを含有してもよい。
【００１０】
　本発明に係るアルミニウム合金板は、前記成分組成を有するアルミニウム合金溶湯を電
磁攪拌しながらDC鋳造し、得られた鋳塊を均質化熱処理、圧延加工、最終焼鈍することに
より得られる。すなわち、電磁攪拌しながらDC鋳造することにより、溶湯の凝固時に発生
する樹枝状結晶の樹枝部を該電磁攪拌力により分断するとともに、分断された樹枝部を溶
湯内に分散させて結晶核とし、該結晶核の数を増加させて、結晶粒径を微細化、均一化し
たアルミニウム合金鋳塊を得るとともに、さらに、得られた鋳塊を均質化熱処理、圧延加
工、最終焼鈍することと相まって、結果として、アルミニウム合金板の結晶粒径を微細化
するとともに、{110}方位結晶の面積率を増大させ、成形性を向上させることができたも
のである。
【００１１】
　鋳造時の電磁攪拌の条件は、鋳塊の断面積によって異なるが、鋳塊が厚さ400～600mm、
幅800～1600mmの場合には、起磁力が15000～25000At、周波数が10～30Hzであることが好
ましい。さらに、圧延後の前記最終焼鈍処理を350～500℃で1～10時間の保持のバッチ焼
鈍処理もしくは400～550℃で1秒～10分の保持の連続焼鈍処理とする。これにより、平均
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結晶粒径が20μm以下、{110}方位結晶の面積率が25%以上であるアルミニウム合金板が容
易に得られる。
【００１２】
　ところで、鉄鋼の場合において、電磁攪拌しながら鋳造することにより、溶湯の凝固時
に発生する樹枝状結晶の樹枝部をこの電磁攪拌力により分断し、結晶粒径を微細化させて
成形性を向上させるという技術が特開昭５０－２３３３８号公報に開示されているが、本
発明者らの研究によれば、アルミニウム合金の場合には、単にアルミニウム合金鋳塊の結
晶粒径を微細化しただけではアルミニウム合金板の成形性は向上しない。
　本発明は、アルミニウム合金の場合において、電磁攪拌しながら鋳造することにより、
溶湯の凝固時に発生する樹枝状結晶の樹枝部をこの電磁攪拌力により分断するとともに、
さらに圧延後の最終焼鈍処理を組合せ、アルミニウム合金板の平均結晶粒径を微細化する
とともに、{110}方位結晶の面積を増加させて、成形性の向上を図ったものであり、単に
前記特許文献で紹介されている技術をアルミニウム合金に転用したものではない。
【００１３】
　また、Feを0.75～2.0質量%含有するアルミニウム合金を電磁攪拌しながら連続鋳造して
、針状金属間化合物を破砕して微細化したチクソキャスティング用鋳造材料を得る技術が
特開平１１－２８５７９３号公報に開示されている。
　これに対して、本発明のアルミニウム合金は、Si、Cu、Tiの含有量がそれぞれ不可避的
不純物レベルまで低減されているため、凝固時の初晶はAlである。本発明は、初晶Alの樹
枝状結晶の樹枝部を電磁攪拌力により分断するとともに、さらに圧延後の最終焼鈍処理を
組合せ、アルミニウム合金板の平均結晶粒径を微細化するとともに、{110}方位結晶の面
積を増加させて、成形性に優れたアルミニウム合金板を得るものであって、前記特許文献
で紹介された発明とは基本的発想を異にするものである。
【００１４】
　同様に、0.75～1.5質量％のFeと［Fe/5+0.2］質量％以下のMn、あるいは1.5～2.0質量
％のFeと［2.0－Fe］質量％以下のMnを含有するアルミニウム合金を電磁攪拌しながら連
続鋳造して、針状金属間化合物を破砕して微細化する技術が特開２０００－６３７号公報
に、さらに3/4～5/3質量％のFeと［Fe/5］～［2.0－Fe］質量％のMnを含有するアルミニ
ウム合金を電磁攪拌しながら連続鋳造して、針状金属間化合物を破砕して微細化したチク
ソキャスティング用鋳造材料を得る技術が特開２０００－１５４０５号公報に開示されて
いる。これらの技術も、針状金属間化合物を破砕して微細化しようとするものであり、本
発明とは基本的発想を異にするものである。
【００１５】
　続いて、本発明を詳細に説明する。
　まず、本発明に係るAl‐Fe系の合金の凝固過程を説明する。
　本発明に係るAl‐Fe系の合金は、凝固に際し、最初に凝固した結晶部分からFeを溶湯内
へ拡散させながら結晶が成長し、成長中の結晶の周囲は、Fe濃度が他の結晶の成長に関与
しない部分と比較して高濃度となる。そして、この高濃度箇所は凝固開始温度が低くなる
とともに結晶の成長速度も遅くなる。一方、凝固の冷却過程において、前記他の結晶の成
長に関与しない部分は前記周囲がFe濃度の高い結晶部分と比較して結晶の成長が促され易
く、前記と同様にFeを溶湯内へ拡散させながら結晶が成長し、前記と同様にFe濃度の影響
を受けて成長速度が遅くなる。このような結晶成長の繰り返しを起こして結晶は樹枝状に
成長し、凝固を終了する。
　本発明は、樹枝状結晶の樹枝部を結晶核として有効に利用しようとするものであり、電
磁攪拌力により樹枝部を適切なサイズに分断するとともに分断された樹枝部を溶湯内に多
数分散させて結晶核とし、鋳塊の結晶粒径の微細化、均一化を図るものである。
【００１６】
　次に各発明特定要件について特定理由を説明する。
Fe：1.0～2.0質量%
　Feは、Al‐Fe系の金属間化合物として晶出する。この金属間化合物はアルミニウム合金
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の強度向上に効果があるほか、最終焼鈍時の再結晶核として結晶粒微細化の効果に寄与す
る。Feが1.0質量%未満であると、これらの効果が不十分であって平均結晶粒径が20μmを
超える結果をもたらす。逆に、2.0質量%を超えるほどに多くなるとAl‐Fe系の粗大金属間
化合物が晶出し、最終焼鈍時に再結晶粒が粗大化する一方で、{110}方位結晶の面積率が
向上しないため、成形性が低下する。そのため、Feの含有量は1.0～2.0質量%とする。
【００１７】
Mn：2.0質量%以下
　Mnは、Feとともにアルミニウム合金に添加すると、Al‐Fe‐Mn系の金属間化合物として
晶出する。この金属間化合物は前記Al‐Fe系の金属間化合物と同様、アルミニウム合金の
強度向上の効果を増大させるほか、最終焼鈍時の再結晶核として結晶粒微細化の効果に寄
与する。したがって、必要に応じて含有させる。しかしながらMnの添加量が2.0質量%を超
えるとAl‐Fe‐Mn系の金属間化合物が粗大化し、製板を困難にする結果をもたらす。その
ためMnを添加する場合、その添加量は2.0質量%以下とする。
【００１８】
不可避不純物
　従来、Tiは、Al‐Ti合金、Al‐Ti‐B合金、Al‐Ti‐C合金などの形態で、アルミニウム
合金の鋳塊の結晶粒微細化剤の成分として、羽毛状晶や粗大晶の発生を防ぎ、鋳造時の割
れ、あるいは圧延中の板割れの防止を目的として添加されている。これはアルミニウム合
金の鋳造に際し、TiとB、Cなどとの化合物であるTiB2、TiCなどの粒子がアルミニウムの
凝固に先立って溶湯中に晶出し、それがアルミニウムの凝固における結晶核として作用す
るためと理解される。前記のようなアルミニウム合金の鋳塊の結晶粒微細化剤は、Tiの含
有量として0.01質量％を超えると微細化の効果が顕在化する。
　ところが、本発明者らの研究によれば、本発明においてはTiを含有すると電磁攪拌の効
果が低下することが突きとめられた。その理由の詳細は不明であるが、Tiの含有量が0.01
質量％を超えるとTiB2、TiCなどの粒子がアルミニウムの凝固に先立って溶湯中に晶出し
、前記のような樹枝状結晶が成長する前に結晶化してしまうためと考えられる。
　そこで本発明においては、合金の溶製にあたっては、それぞれのTi含有量を基に地金、
スクラップ、添加合金等の溶解原料を種々選択し、合金溶湯に不可避的に混入するTi量を
0.01質量％以下となるように制限する。
【００１９】
　Siは、不可避的に混入する不純物の代表的なものあるが、本発明の合金においては、0.
2質量%まで許容される。Siが0.2質量%を超えると変形能の低いAl‐Fe‐Si系の化合物が生
成し、成形性が低下する。
　また、不可避不純物としてのCuとZnは0.1質量%まで許容されるが、好ましくは0.05質量
%以下である。
　Mnも基本的には不純物であり、好ましくは0.05質量%以下とする。しかし前記した通り
強化作用を有するので、この強化作用を期待するときには2.0質量％を上限として含有さ
せてもよい。
　その他の不可避不純物はそれぞれ0.05質量%まで許容される。
【００２０】
平均結晶粒径：20μm以下
　結晶粒が細かくなると、伸びが高くなって張出性が向上するとともに、強度も高くなっ
て絞り性が向上する。平均結晶粒径が20μmを超えると、張出性および絞り性が低下し、
平均r値が0.85未満に、限界絞り比が2.17未満になってしまう。平均結晶粒径は、好まし
くは15μm以下、さらに好ましくは10μm以下とする。平均結晶粒径が10μm以下になると
、平均r値が0.95以上、限界絞り比が2.20以上になる。
　なお、本発明においては、結晶粒径の測定は、図１に「結晶粒測定断面」として示す、
圧延平行方向を含むアルミニウム合金板の断面の1mm×1mmの範囲の結晶粒をSEM‐EBSDに
て解析、15°未満の小傾角の境界を結晶粒内の亜結晶粒界とみなす一方、15°以上の傾角
の境界で囲まれる領域を結晶粒として、その結晶粒の円相当径を測定し、その平均値を算
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出することとする。
【００２１】
{110}方位結晶の面積率：25%以上
　{110}方位結晶の面積率が高いほどアルミニウム合金板の平均r値が高くなり、絞り性が
向上する。
　一般的に、{110}方位結晶の面積率の測定は、圧延平行方向を含むアルミニウム合金板
の断面の結晶粒をSEM‐EBSDにて解析、{110}方位から10°以内の結晶粒の面積率の測定に
より得ることができる。
　本発明者らの研究によれば、図１に「結晶粒測定断面」として示す圧延平行方向を含む
アルミニウム合金板の断面の結晶粒をSEM‐EBSDにて解析して得られる{110}方位から10°
以内の結晶粒の面積率が高いほどアルミニウム合金板の平均r値が高くなる成果が得られ
ている。そして、このようにして得られた{110}方位から10°以内の結晶粒の面積率が25%
未満だと、0.85以上の平均r値が得られないため、当該方法で得られた{110}方位結晶の面
積率を25%以上とする。
【００２２】
　次に本発明のアルミニウム合金板の製造方法について説明する。
鋳造方法
　本発明では電磁攪拌しながらDC鋳造する。ここで、DC鋳造とは内壁面を水冷した急冷鋳
型内に樋で導いた溶湯を注ぎ、この溶湯を急冷鋳型の内壁面で冷却凝固させるとともに、
凝固直後の鋳塊を下方または側方へ順次引き出し、さらに当該鋳塊に冷却水を噴射して急
冷するという鋳造法であり、アルミニウム合金の鋳造法としては生産性に優れたものとし
て公知のものである。
　また、前記の急冷鋳型の上部に断熱湯溜部を設け、該断熱湯溜部に溶湯を樋で導いて鋳
造する、ホットトップDC鋳造もアルミニウム合金の鋳造法として公知のものであるが、こ
のような鋳造法もDC鋳造の範疇であり、本発明の実施にあたっては好適に使用できる。
【００２３】
電磁攪拌条件
　アルミニウム合金溶湯は凝固する際、凝固しやすい位置、すなわち結晶核を中心に結晶
が成長する。従来は前述のように、Tiを含有する鋳塊の結晶粒微細化剤を添加、含有させ
て結晶核としていた。したがって、その結晶核が多ければ鋳塊の結晶粒は小さくなる。本
発明では、このTiを含有する鋳塊の結晶粒微細化剤を使用することなく、鋳塊の結晶粒を
微細化し、鋳造割れあるいは圧延割れの防止を図ろうとするものである。
　ところで、DC鋳造は前記のように急冷鋳型を用いるものであるが、鋳塊の結晶粒微細化
剤を添加しない場合には、鋳型内壁面から凝固が開始する。凝固により生成した結晶は、
凝固開始点を根元として樹枝状に成長するが、この樹枝状結晶の樹枝部を分断、溶湯内に
分散できれば、この分断された樹枝部を、前記Tiを含有する鋳塊の結晶粒微細化剤の結晶
核の代用とすることができ、しかも前記樹枝部の分断箇所が多ければ鋳塊の結晶粒は微細
化するが、このとき、未凝固の溶湯はFe濃度を徐々に高めながら微細凝固組織を囲撓し、
最終凝固部に生成される金属間化合物も微細、均一に分散する。
【００２４】
　本発明の電磁攪拌は、鋳型内壁面に結晶成長した樹枝状結晶の樹枝部を微細に分断し、
分断された樹枝部を溶湯内に分散させて結晶核とするためのものであるが、この方法では
、結晶核は溶湯内で攪拌されながら成長するため、Tiを含有する鋳塊の結晶粒微細化剤を
使用する場合よりも、鋳塊の結晶粒のサイズが均一になりやすい。鋳塊の結晶粒のサイズ
が均一になると、その後の均質化熱処理、圧延加工、最終焼鈍と相まって、結果として、
アルミニウム合金板の結晶粒が微細化するとともに、{110}方位結晶の面積率が増加し、
成形性が向上する。
【００２５】
　電磁攪拌条件の好ましい値は、鋳塊の断面積によって異なるが、起磁力は1000～100000
At、周波数は5～80Hzの範囲から選択すればよい。断面積が小さいならば、起磁力は小さ
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く、周波数は高く、断面積が大きいならば、起磁力は大きく、周波数は低くする。特に鋳
塊が厚さ400～600mm、幅800～1600mmの場合には、起磁力は15000～25000At、周波数は10
～30Hzが最適である。
【００２６】
　起磁力または周波数が前記の鋳塊の断面積によって異なる好ましい値を下回る場合は電
磁攪拌力が弱く、溶湯中に発生する樹枝状結晶の樹枝部を分断する効果が得られず、鋳塊
の結晶粒組織が微細化しないため、結果的にアルミニウム合金板の平均結晶粒径が20μm
以下にならない。その一方、起磁力が前記の鋳塊の断面積によって異なる好ましい値を超
えると電磁攪拌力が強すぎ、樹枝状結晶が根元で折れるのみで、結晶核の数が増加しない
ため、結果的にアルミニウム合金板の平均結晶粒径が20μm以下まで小さくならない。ま
た、周波数が前記の鋳塊の断面積によって異なる好ましい値を超えると、表皮効果により
電磁力が溶湯の鋳型と接触する部分に集中して溶湯全体にゆきわたらないため、アルミニ
ウム合金板の当該電磁力のゆきわたらなかった部分の平均結晶粒径が20μm以下まで小さ
くならない。
【００２７】
均質化熱処理条件
　溶質元素分布の均一化、Al‐Fe‐Mn系晶出物の分断化、FeおよびMnの析出を目的として
均質化熱処理をする。その条件は、公知のものでよく、たとえば特開2002－348625号公報
に開示されているような、450～620℃の温度に5時間以上保持することで十分に均質化さ
れる。
【００２８】
圧延条件
　熱間圧延の条件は特に限定しないが、350℃以上の温度で行うことが好ましい。
　冷間圧延での断面減少率は50～95％の範囲とする。断面減少率が50％未満であると最終
焼鈍後の結晶粒が粗くなり、伸び、張出性および絞り性が低下することがある。断面減少
率が95％を超えると圧延途上において耳割れが発生するおそれがある。
　冷間圧延の途中で必要に応じて中間焼鈍してもよい。中間焼鈍を複数回してもよいが、
その場合、最後の中間焼鈍から後の断面減少率を50～95％の範囲とすることが好ましい。
中間焼鈍までの冷間圧延の断面減少率、および複数回の中間焼鈍間の冷間圧延の断面減少
率は95%以下とすることが好ましい。断面減少率が95%を超えると圧延途上において耳割れ
が発生するおそれがある。
【００２９】
最終焼鈍条件
　350～500℃で1～10時間のバッチ焼鈍もしくは400～550℃で１秒～10分の連続焼鈍が好
ましい。
　350℃未満の温度あるいは1時間未満のバッチ焼鈍、400℃未満の温度あるいは1秒未満の
連続焼鈍では、再結晶が不完全であり、成形性に関する特性値のばらつきが大きくなり、
有意の値が得られない。このようなものは、電子機器のケースや自動車の部材などへの使
用に適さない。500℃以上あるいは10時間超えてのバッチ焼鈍、550℃以上あるいは10分以
上の連続焼鈍では、結晶粒が粗大化するため、伸びを35%に到達させることができないほ
か、平均r値が0.85未満に、LDR（限界絞り比）が2.17未満となって、目的とする張出性と
絞り成形性が得られない。
　焼鈍後、必要に応じて、テンションレベラにより歪みを矯正してもよい。本発明の効果
は歪み矯正によって損なわれない。
【実施例】
【００３０】
実施例１；
　次に具体的な実施例について説明する。
　表１に示す成分組成のアルミニウム合金溶湯を溶製し、鋳塊の引出速度50mm／分なる条
件のDC鋳造法で、しかも表２に示す電磁攪拌処理を施しながら、厚さ500mm、幅1000mmの
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　その後、580℃×6.0時間の均質化処理を施した後、熱間圧延、冷間圧延、最終焼鈍して
、厚さ1mmのアルミニウム板を得た。なお、冷間圧延時の断面減少率、およびその後に施
す最終焼鈍の条件は、表２に併記する条件とした。
【００３１】
【表１】

【００３２】
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【表２】

【００３３】
　得られた厚さ1mmのアルミニウム板の組織および特性を評価した。評価方法は以下のと
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おりである。なお、平均結晶粒径および{110}方位結晶の面積率は、圧延平行方向を含む
アルミニウム板の断面の結晶粒をSEM‐EBSDにて解析・測定した。
引張試験特性の評価：
　JIS
Z 2201:1998に規定されるJIS5号試験片を作製、JIS Z 2241:1998に基づく室温での引張試
験により、0.2%耐力、引張強さ、伸びの各特性値を測定した。これらの特性Aは圧延方向
と平行（A‐L）、圧延方向に垂直（A‐LT）、圧延方向から45°（A‐45）の3方向のもの
を測定、（1）式より平均値を計算し、その値を用いた。
　　　　A={(A‐L)+(A‐LT)+2×(A‐45)}/4・・・・　　　　　　（1）
【００３４】
平均ｒ値の評価：
　JIS
Z 2201:1998に規定されるJIS5号試験片を作製し、室温での引張試験により、JIS G 0202:
1987の規定に基づいてｒ値を測定した。前項の引張試験特性と同様に圧延方向と平行（A
‐L）、圧延方向に垂直（A‐LT）、圧延方向から45°（A‐45）の3方向のものを測定、（
1）式より平均値を計算し、その値を用いた。
【００３５】
球頭張出高さの測定：
　以下の条件にて張出成形し、破断時の限界高さを測定した。
　　　ポンチ：100mmφ(半球形)、肩Ｒ：50mm、ダイ：105mmφ、肩Ｒ：4mm
【００３６】
限界絞り比の測定：
　以下の条件で、破断せずに絞ることのできる最大ブランク径を求め、ポンチ径との比よ
り限界絞り比を算出した。
　　　ポンチ：33mmφ(円柱形)、肩R：3mm、ダイ：35mmφ、
　　　しわ押さえ：100kg　　潤滑剤：ジョンソンワックス#700
【００３７】
　評価結果を表３に示す。
　試験No.1～3は、Mnを含まないアルミニウム合金の場合の実施例であるが、成分組成、
製造条件とも本発明の範囲内であり、平均結晶粒径が15μm以下、{110}方位結晶の面積率
が27%以上、伸びが41%以上、平均ｒ値が0.87以上、球頭張出高さが34mm以上、限界絞り比
が2.17以上であり、伸びが高く、張出性と絞り性が優れている。
　試験No.4～8は、Mnを含むアルミニウム合金の場合の実施例であるが、成分組成、製造
条件とも本発明の範囲内であり、平均結晶粒径が12μm以下、{110}方位結晶の面積率が27
%以上、伸びが35%以上、平均ｒ値が0.95以上、球頭張出高さが33mm以上、限界絞り比が2.
20以上であり、伸びが高く、張出性と絞り性が優れている。
【００３８】
　試験No.9は、Feが少なく、成分組成が本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
比較例であるが、製造条件は本発明の範囲内であるものの、平均結晶粒径が21μm、{110}
方位結晶の面積率が21%、伸びが44%、平均ｒ値が0.85、球頭張出高さが38mm、LDRが2.07
であり、伸びが高く、張出性に優れるが、絞り性が十分ではなかった。
　試験No.10，11は、Tiの含有量が多く、成分組成が本発明の範囲外となるアルミニウム
合金の場合の比較例であるが、製造条件は本発明の範囲内であるものの、平均結晶粒径が
25～28μm、{110}方位結晶の面積率が23%、伸びが37～40%、平均ｒ値が0.82～0.84、球頭
張出高さが29～31mm、LDR（限界絞り比）が2.10～2.13であり、張出性と絞り性が劣って
いた。
【００３９】
　試験No.12は、Mnが多く、成分組成が本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
比較例であるが、鋳造時に粗大晶出物が発生し、製板できなかった。
　試験No.13は、Feが多く、成分組成が本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
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比較例であるが、製造条件は本発明の範囲内であるものの、平均結晶粒径が34μm、{110}
方位結晶の面積率が19%、伸びが30%、平均ｒ値が0.81、球頭張出高さが32mm、LDRが2.10
であり、伸び、張出性と絞り性ともに劣っていた。
【００４０】
　試験No.14は、Tiの含有量が多く、成分組成が本発明の範囲外となるアルミニウム合金
で、なおかつ鋳造時に電磁攪拌せず、製造条件も本発明の範囲外である場合の比較例であ
るが、平均結晶粒径が30μm、{110}方位結晶の面積率が22%、伸びが40%、平均ｒ値が0.81
、球頭張出高さが32mm、LDRが2.13であり、伸びが高いが、張出性と絞り性が劣っていた
。
　試験No.4の本発明例材と試験No.14の比較例材の断面について結晶粒組織を観察すると
、図２に見られるように、試験No.4の本発明例材の方が、結晶粒が均一で細かくなってい
ることがわかる。この結晶粒の均一微細化が機械的特性の向上に繋がっていると言える。
【００４１】
実施例２；
　アルミニウム合金溶湯の成分組成を規定範囲内とし、製造条件を振らせた例を示す。
　実施例１で用いた合金Dを溶解の後、表２中、試験No.15～24で示す条件で鋳造、熱間圧
延、冷間圧延、最終焼鈍して、厚さ1mmのアルミニウム板を得た。なお、鋳塊サイズは実
施例１と同じ、厚さ500ｍｍ、幅1000mmである。
　得られた厚さ1mmのアルミニウム板の組織および特性を評価した。評価方法は実施例１
と同じ方法で行い、その結果は表３に併記した。
　評価結果は、以下のとおりである。
【００４２】
　試験No.15は、アルミニウム合金の化学成分は本発明の範囲内であるが、鋳造時に電磁
攪拌せず、製造条件が本発明の範囲外となる場合の比較例であるが、鋳造時に粗大羽毛状
晶が発生し、製板できなかった。
　試験No.16は、電磁攪拌の起磁力が大きく、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の
場合の比較例であるが、平均結晶粒径が32μm、{110}方位結晶の面積率が21%、伸びが35%
、平均ｒ値が0.80、球頭張出高さが30mm、LDRが2.10であり、伸びが高いが、張出性と絞
り性が劣っていた。
【００４３】
　試験No.17は、電磁攪拌の周波数が低く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場
合の比較例であるが、粗大羽毛状晶が発生し、製板できなかった。
　試験No.18は、電磁攪拌の周波数が高く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場
合の比較例であるが、表皮効果のために電磁力がゆきわたらなかった鋳塊の中心部に粗大
羽毛状晶が発生し、製板できなかった。
【００４４】
　試験No.19は、圧延での断面減少率が低く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の
場合の比較例であるが、平均結晶粒径が35μm、{110}方位結晶の面積率が15%、伸びが32%
、平均ｒ値が0.79、球頭張出高さが29mm、LDRが2.07であり、伸び、張出性、絞り性とも
に劣っていた。
　試験No.20は、圧延での断面減少率が高く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の
場合の比較例であるが、圧延途上で耳割れが発生し、製板できなかった。
【００４５】
　試験No.21は、最終焼鈍温度が低く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
比較例であるが、最終焼鈍において再結晶せず、いずれの特性ともばらつきが大きく、有
意の値が得られなかった。
　試験No.22は、最終焼鈍時間が短く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
比較例であるが、最終焼鈍において再結晶せず、いずれの特性ともばらつきが大きく、有
意の値が得られなかった。
【００４６】
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　試験No.23は、最終焼鈍温度が高く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
比較例であるが、平均結晶粒径が82μm、{110}方位結晶の面積率が12%、伸びが30%、平均
ｒ値が0.72、球頭張出高さが25mm、LDRが1.98であり、伸び、張出性、絞り性ともに劣っ
ていた。
　試験No.24は、最終焼鈍時間が長く、本発明の範囲外となるアルミニウム合金の場合の
比較例であるが、平均結晶粒径が101μm、{110}方位結晶の面積率が9%、伸びが28%、平均
ｒ値が0.68、球頭張出高さが23mm、LDRが1.95であり、伸び、張出性、絞り性ともに劣っ
ていた。
【００４７】



(13) JP 5233607 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

【表３】

【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】アルミニウム合金板の結晶粒評価断面を説明する図
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【図２】焼鈍後のアルミニウム合金板材断面の結晶粒組織観察図

【図１】
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【図２】
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